
 
横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホー ム 等 医療 対 応 促進 助 成 要 綱  

 

制 定 ： 平 成 29 年 ３ 月 24 日  健高 施 第 3347 号 （ 副 市 長決 裁 ）  
改 正 ： 令 和 ８年 ４ 月 １日  健 高施 第 3900 号 （ 局 長 決裁 ）     

 
（ 趣 旨 ）  

第 １ 条   こ の 要 綱 は 、 横 浜 市 内 で 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 及 び 短 期 入 所 生 活 介 護 事

業 を 運 営 す る 法 人 の う ち 、 医 療 的ケ ア が必 要 な 者 に 継続 し た サー ビ ス を 提供 す

る 者 に 対 し 、 運 営 支 援 と し て 助 成す る こと を 目 的 と し、 次 の とお り 必 要 な事 項

を 定 め る 。  
 （ 用 語 の 定義 ）  
第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

(1)  基 準  

  ア  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

     横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成

24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 74 号 ） 及 び横 浜市 指 定 介 護 老人 福 祉 施設 の 人 員、

設 備 及 び 運 営 の 基 準 等 に 関 す る条 例 （ 平成 24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 70 号 ）

を い う 。  

   イ  短期 入 所 生 活 介 護 事 業  

     横 浜 市 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 等 の 基 準 に 関

す る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月横 浜 市 条 例 76 号 ） 、 指 定 居 宅サ ー ビ スに 要 す

る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 短 期 入 所 サ ー ビ ス 及 び 特 定 施 設 入 居 者

生 活 介 護 に 係 る 部 分 ） 及 び 指 定 施 設 サ ー ビ ス 等 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定

に 関 す る 基 準 の 制 定 に 伴 う 実 施上 の 留 意事 項 に つ い て（ 平 成 12 年 老 企 第

40 号 ） を い う 。  

(2)  医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者  

次 に 掲 げ る い ず れ か の 医 療 処 置 を 継 続 的 （ １ か 月 間 で 特 別 養 護 老 人 ホ ー

ム に お い て は 10 日以 上 、 短期 入 所 生 活介 護 に お い て は ５ 日 以上 ） に 必 要 と

す る 者 を い う 。  

   ア  吸引  

   イ  吸入  

   ウ  鼻 腔 経 管 栄 養  

エ  瘻 孔 経 管栄 養 （ 胃 ・ 腸 ）  
   オ  酸素 療 法  

   カ  点滴  

   キ  尿道 留 置 カ テ ー テ ル  

   ク  スト ー マ  



 
   ケ  自 己 注 射 （ イ ン ス リ ン を 含 む ）  

   コ  血 糖 測 定  

   サ  ガ ン 末 期 疼 痛 管 理  

   シ  透 析  

   ス  褥 瘡 処 置 （ 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 の み ）  

(3)  常 勤 換 算 方 法  

 職 種 ご と の 非 常 勤 職 員 の 勤 務 延 べ 時 間 数 を 申 請 施 設 に お い て 常 勤 の 職 員

が １ 週 間 に 勤 務 す べ き 時 間 数 （ １ 週 間 に 勤 務 す べ き 時 間 数 が 32 時 間 を 下 回

る 場 合 は 32 時 間 と す る 。 ） で 除 す る こ と に よ り 、 申 請 施 設 の 非 常 勤 職 員 の

員 数 を 常 勤 の 職 員 の 員 数 に 換 算 す る 方 法 を い う 。  

(4)  職 員 定 員  
基 準 に 定 め の あ る 看 護 師 若 し く は 准 看 護 師 （ 以 下 「 看 護 職 員 」 と い う 。 ）

及 び 介 護 職 員 に つ い て 、 そ の 職 種 ご と の 定 員 数 を い う 。  
(5)  職 員 現 員  

前 号 で 定 め る 職 種 ご と に 、 実 際 に 雇 用 し た 職 員 数 （ 常 勤 職 員 数 と 非 常 勤

職 員 数 を 常 勤 換 算 方 法 に よ り 換 算 し た 職 員 数 を 合 計 し た も の を い う 。 ） を

合 計 し た も の を い う 。 た だ し 、 併 設 施 設 と 業 務 を 一 体 的 に 行 っ て い る こ と

か ら 勤 務 時 間 に よ る 換 算 が 困 難 な 場 合 は 、 利 用 者 数 に よ り 按 分 し て 換 算 数

を 計 上 す る も の と す る 。  
（ 助 成 対 象 者 ）  

第 ３ 条  助 成 対 象 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 条 件 を 全 て 満 た す 法 人 の う ち 、 市 長 が

適 当 と 認 め た 者 と す る 。  

(1)  本 市 内 に お い て 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 又 は 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 の 運 営 を

し て い る こ と 。  

(2)  基 準 に 従 っ た 適 正 な サ ー ビ ス 提 供 及 び 良 好 な 運 営 を 行 っ て い る こ と 。  

(3)  各 月 に お い て 、 看 護 職 員 及 び 介 護 職 員 の い ず れ に つ い て も 職 員 現 員 が 職

員 定 員 を 超 え て い る こ と 。  

(4)  常 勤 の 看 護 職 員 を 配 置 し て い る こ と 。 た だ し 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 及 び

短 期 入 所 生 活 介 護 の 兼 務 は 可 と す る 。  

(5)  短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 に お い て は 、 各 月 の 稼 働 率 が 70％ 以 上 で あ る こ と 。  

(6)  各 月 に お い て 、 医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 の 数 が 、 別 表 に 定 め る 基 準 に 該 当

し て い る こ と 。 な お 、 医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 の う ち 、 複 数 の 医 療 処 置 を 必

要 と す る 者 に つ い て は 、 主 と な る 処 置 ひ と つ に つ い て の み 計 上 す る こ と と

す る 。  

（ 助 成 額 ）  
第 ４ 条  運 営 費 の 助 成 額 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  
第 ５ 条  こ の 助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 法 人 の 代 表 者 は 、 助 成 金 交 付 申 請 書



 
（ 第 １ 号 様 式 ） に 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 申 請 す る も の と す る 。  

(1)  申 請 額 算 定 内 訳 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

(2)  職 員 配 置 状 況 表 （ 第 ３ 号 様 式 ）  

(3)  医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 へ の 医 療 処 置 の 実 施 状 況 表 （ 第 ４ 号 様 式 ）  

(4)  全 利 用 者 名 簿 （ 第 ５ 号 様 式 ） （ 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 の み ）  

(5)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 交 付 申 請 期 限 ）  
第 ６ 条   前 条 に 基 づ く 交 付 申 請 の 期 限 は 、 各 四 半 期 終 了 後 15 日 以 内 と す る 。  

（ 交 付 条 件 ）  
第 ７ 条  こ の 助 成 金 は 、 助 成 を 受 け た 者 が 、 助 成 対 象 の 施 設 に お け る 職 員 の 人 件

費 等 の 施 設 運 営 費 と し て 使 用 す る も の と し 、 そ の 他 の 目 的 で 使 用 し て は な ら な

い 。  
２  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 当 該 会 計 年 度 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 、 運 営 実 績 報

告 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） に 実 施 状 況 報 告 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） を 添 付 し て 、 市 長 に 報 告

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
３  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 社 会 福 祉 法 人 に

対 し 、 こ の 助 成 金 の 使 途 に つ い て 調 査 を 行 う 他 、 必 要 な 指 示 を 行 い 、 報 告 を 求

め る こ と が で き る 。  
（ 交 付 決 定 及 び 交 付 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 に つ い て 速 や か に 審 査 し 、

そ の 結 果 を 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） 又 は 助 成 金 交 付 非 該 当 決 定 通

知 書 （ 第 ９ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  申 請 者 は 、 前 項 の 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 第 ８ 号 様 式 ） を 受 理 し た と き は 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 、 速 や か に 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

(1)  請 求 金 額 、 算 出 の 基 礎 及 び 債 権 を 発 生 し た 事 実  

(2)  債 権 者 の 住 所 、 氏 名 及 び 押 印  

(3)  請 求 年 月 日  

３  請 求 書 を 受 理 し た 市 長 は 四 半 期 ご と に 速 や か に 交 付 手 続 を 執 る も の と す る 。  
（ 交 付 決 定 の 取 消 し 及 び 返 還 ）  
第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 受 け た 者 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る と 認 め る と き は 、 助 成 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 （ 第 10 号 様 式 ） に よ り 、

交 付 決 定 の 全 部 ま た は 一 部 を 取 消 し 、 又 は 既 に 交 付 し た 助 成 金 の 全 部 又 は 一 部

を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

(1) 本 市 に 申 請 し た 医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 に 重 大 な 事 故 が 発 生 し た と き 。  

(2) 虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 続 に よ っ て 交 付 を 受 け た と 認 め ら れ る と き 。  

(3)  交 付 決 定 の 内 容 又 は そ れ に 付 し た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

(4)  運 営 に 関 す る 基 準 に 重 大 な 違 反 を し た と 認 め ら れ る と き 。  

 (5) そ の 他 こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  



 
２  前 項 第 １ 号 に 定 め る 事 故 の 範 囲 は 、 本 市 が 別 に 定 め る 「 介 護 保 険 事 業 者 に お

け る 事 故 発 生 時 の 報 告 の 取 扱 い 要 領 」 の 規 定 を 適 用 す る も の と し 、 事 故 が 発 生

し た 場 合 の 交 付 決 定 の 取 消 し 及 び 返 還 に つ い て は 、 市 長 と 申 請 者 が そ の 都 度 協

議 す る も の と す る 。  

 

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 29 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 29 年 度 第 １ 四 半 期 に 係 る

助 成 か ら 適 用 す る 。  

（ 廃 止 ）  
２  横 浜 市 民 間 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 医 療 対 応 促 進 助 成 要 綱 及 び 横 浜 市 民 間 短 期 入

所 生 活 介 護 事 業 医 療 対 応 促 進 助 成 要 綱 は 、 廃 止 す る 。 た だ し 、 平 成 28 年 度 第

４ 四 半 期 に 係 る 助 成 に つ い て は 、 な お 当 該 要 綱 の 規 定 を 適 用 す る 。  
 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ８ 年 度 第 １ 四 半 期 に 係 る 助

成 か ら 適 用 す る 。  



 
別 表 （ 第 ３ 条 第 １ 項 第 ６ 号 、 第 ４ 条 ）  
 
１  特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  
  各 月 に お け る 看 護 職 員 の 配 置 状 況 、 施 設 定 員 数 及 び 医 療 的 ケ ア を 要 す る 入 居

者 の 割 合 に 応 じ て 助 成 額 を 決 定 す る 。  
  (1) 施 設 定 員 が 51 人 以 上 の 施 設  

基 準  

助 成 額 （ １ 施 設 あ た り ）  

看 護 職 員 定 員  

+常 勤 換 算 2.0 未 満  

看 護 職 員 定 員  

+常 勤 換 算 2.0 以 上  

各 月 に お い て 、 施 設 定 員 の

30.1％ 以 上 受 け 入 れ て い る 施

設  

55 万 円 ／ 月  60 万 円 ／ 月  

各 月 に お い て 、 施 設 定 員 の

25.1％ 以 上 30％ 以 下 で 受 け 入

れ て い る 施 設  

45 万 円 ／ 月  50 万 円 ／ 月  

各 月 に お い て 、 施 設 定 員 の

20.1％ 以 上 25％ 以 下 で 受 け 入

れ て い る 施 設  

35 万 円 ／ 月  40 万 円 ／ 月  

各 月 に お い て 、 施 設 定 員 の

15％ 以 上 20％ 以 下 で 受 け 入 れ

て い る 施 設  

25 万 円 ／ 月  30 万 円 ／ 月  

 

(2) 施 設 定 員 が 50 人 以 下 の 施 設  

基 準  助 成 額 （ １ 施 設 あ た り ）  

各 月 に お い て 、 施 設 定 員 の 15％ 以 上

受 け 入 れ て い る 施 設  

２ 万 円 ／ 人  

(上 限 30 万 円 ／ 月 ) 

 

２  短 期 入 所 生 活 介 護 事 業  

  各 月 に お け る 看 護 職 員 の 配 置 状 況 及 び 医 療 的 ケ ア を 要 す る 利 用 者 の 割 合 に 応

じ て 助 成 額 を 決 定 す る 。 な お 、 看 護 職 員 の 配 置 に つ い て は 、 本 市 独 自 の 配 置 基

準 数 に 応 じ て 助 成 額 を 加 算 す る も の と す る 。  

基 準  

助 成 額 （ １ 施 設 あ た り ）  

常 勤 換 算 1.7 未 満  常 勤 換 算 1.7 以 上  

各 月 の 全 利 用 者 実 人 数 の 10％

以 上 受 け 入 れ て い る 事 業 所  

２ 万 円 ／ 人  

(上 限 55 万 円 ／ 月 ) 
左 記 ＋ ５ 万 円 ／ 月  



 
第 １ 号 様 式 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ）  

年  月  日  
（ 申 請 先 ）  

 横  浜  市  長  

         

               （ 申 請 者 ）  

                所 在 地  

                法 人 名  

                代 表 者 名            印  

 

横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 申 請 書  
 

医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 に 継 続 し た サ ー ビ ス を 提 供 し た 実 績 に 基 づ き 、 横 浜 市 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 医 療 対 応 促 進 助 成 要 綱 に 基 づ く 助 成 金 の 交 付 を 受 け た く 、 次

の と お り 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

 

１  対 象 施 設  

(1) 施 設 名  

(2) 所 在 地  

(3) 入 所 定 員  

  

２  申 請 対 象 年 月 日  

    年 度  第  四 半 期 分  

 

３  申 請 額  

  ￥                           

 

４  添 付 書 類  

(1) 申 請 額 算 定 内 訳 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

(2) 職 員 配 置 状 況 表 （ 第 ３ 号 様 式 ）  

(3) 医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 へ の 医 療 処 置 の 実 施 状 況 表 （ 第 ４ 号 様 式 ）  

(4) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  



 
第 １ 号 様 式 （ 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 ）  

年  月  日  
（ 申 請 先 ）  

 横  浜  市  長  

               （ 申 請 者 ）  

                所 在 地  

                法 人 名  

                代 表 者 名            印  

 

横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 申 請 書  
 

医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 に 継 続 し た サ ー ビ ス を 提 供 し た 実 績 に 基 づ き 、 横 浜 市 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 医 療 対 応 促 進 助 成 要 綱 に 基 づ く 助 成 金 の 交 付 を 受 け た く 、 次

の と お り 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

 

１  対 象 施 設  

(1) 施 設 名  

(2) 所 在 地  

(3) SS 利 用 定 員  

(4) 種 別      単 独 型  ・  併 設 型  ・ 空 床 利 用 型  

  

２  申 請 対 象 年 月 日  

    年 度  第  四 半 期 分  

 

３  申 請 額  

  ￥                           

 

４  添 付 書 類  

(1) 申 請 額 算 定 内 訳 （ 第 ２ 号 様 式 ）  

(2) 職 員 配 置 状 況 表 （ 第 ３ 号 様 式 ）  

(3) 医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者 へ の 医 療 処 置 の 実 施 状 況 表 （ 第 ４ 号 様 式 ）  

(4) 全 利 用 者 名 簿 （ 第 ５ 号 様 式 ）  

(5) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 

※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  



第２号様式（特別養護老人ホーム） 申請額算定内訳

施設名

特養定員：

SS定員：

Ａ　 Ｂ　 Ｃ Ｄ【１】 Ｅ Ｆ【２】 Ｇ

医療的ケアが必
要な者

（実人数）
施設定員（人）

（Ａ／Ｂ）×100
割合（％）

看護職員
常勤換算数
（職員現員）

看護職員
基準数

（職員定員）

看護及び
介護職員
常勤換算数
（職員現員）

看護及び
介護職員
基準数

（職員定員）

4月 人 人 ％ 人 人 人 人

5月 人 人 ％ 人 人 人 人

6月 人 人 ％ 人 人 人 人

注：G以外の端数処理は全て小数点以下第２位を切り捨てて計算するものとする。

【次の基準を全て満たす場合に助成金交付対象となる】

１　　C≧１５％

２　　Ｄ（看護職員配置常勤換算後の人数）　＞Ｅ（看護職員の配置基準数）

３　　Ｆ（看護及び介護職員　常勤換算後の人数）　＞　Ｇ（看護及び介護職員の配置基準数）

4　　常勤の看護職員を配置すること。　※（介護予防）短期入所生活介護のみ兼務可。

【Ｄ看護職員配置常勤換算数及び申請額】

施設定員数(人）

1～30

31～50

51～130

131～180

181～230

231～280

　申請額＝ 250千円× か月＝ 千円 　申請額＝ 300千円× か月＝ 千円

350千円× か月＝ 千円 400千円× か月＝ 千円

450千円× か月＝ 千円 500千円× か月＝ 千円

550千円× か月＝ 千円 600千円× か月＝ 千円

◆施設定員50人以下の施設
　申請額＝ 20千円× 人＝ 千円

　※各月の上限額は300千円（15人分）とする。

　　※　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。

総合計額 千円

◆施設定員50人以上の施設(Dが職員基準数以下) ◆施設定員50人以上の施設(Dが職員基準数＋2.0以上)

合計額 千円 合計額 千円

4.1～6.0 6.1以上

5.1～7.0 7.1以上

6.1～8.0 8.1以上

3.1～5.0 5.1以上

月

Ｄ常勤換算数
（職員基準数）

Ｄ常勤換算数
（職員基準数＋2.0以上）

1.1以上

2.1以上



第２号様式（短期入所生活介護事業） 申請額算定内訳

施設名

特養定員：

SS定員：

Ａ　 Ｂ　 Ｃ Ｄ【１】 Ｅ Ｆ【２】 Ｇ H

医療的ケア
が必要な者
（実人数）

全利用者実
人数（人）

（Ａ／Ｂ）×
100割合（％）

看護職員
常勤換算数
（職員現員）

看護職員
基準数

（職員定員）

看護及び
介護職員

常勤換算数
（職員現員）

看護及び
介護職員
基準数

（職員定員）

稼働率（％）

4月 人 人 ％ 人 0 人 人 ％

5月 人 人 ％ 人 0 人 人 ％

6月 人 人 ％ 人 0 人 人 ％

注：G及びH以外の端数処理は全て小数点以下第２位を切り捨てて計算するものとする。

【次の基準を全て満たす場合に助成金交付対象となる】

１　　C≧１０％

２　　Ｄ（看護職員常勤換算後の人数）　＞Ｅ（看護職員の横浜市独自配置基準数）

３　　Ｆ（看護及び介護職員　常勤換算後の人数）　＞　Ｇ（按分後の看護及び介護職員の配置基準数）

４　　H≧７０％

５　　単独型及び利用定員20人以上の併設型施設は常勤の看護職員を配置すること

【Ｄの看護職員常勤換算数及び申請額】

※本基準は定員数での区分はありません。

◆看護職員配置が常勤換算で1.7未満の施設 ◆看護職員配置が常勤換算で1.7以上の施設
申請額 　月＝ 20千円× 人＝ 千円 申請額 　月＝ 20千円× 人＝ 千円

月＝ 20千円× 人＝ 千円 月＝ 20千円× 人＝ 千円

月＝ 20千円× 人＝ 千円 月＝ 20千円× 人＝ 千円

加算額＝ 50千円× か月＝ 千円

※各月の上限額は550千円（28人分）とする。 ※各月の申請額の上限は550千円（28人分）とする。

　　※　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。

月

Ｄ常勤換算数
（看護職員配置1.7未満）

Ｄ常勤換算数
（看護職員配置1.7以上）

合計額 千円

総合計額 千円



第３号様式(特別養護老人ホーム）

週

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜日

看 Ａ ／ 1.0

看 Ａ ／ 1.0

看 Ｂ

看 Ｂ

看 Ｃ

看 Ｃ

看 Ｄ

看 Ｄ

看

看護職員の常勤換算後の人数の計（小数点以下第２位切り捨て）【１】　→

介 Ａ ／ 1.0

介 Ａ ／ 1.0

介 Ｂ

介 Ｂ

介 Ｃ

介 Ｃ

介 Ｄ

介 Ｄ

介

看護職員及び介護職員の常勤換算後の人数の計（小数点以下第２位切り捨て）【２】　→

　　２　①は、次のとおり略して記入すること。　介：介護職員　看：看護職員　

　　３　②は、次のとおり略して記入すること。Ａ：常勤で専従（特養のみ）　Ｂ：常勤でショート兼務　Ｃ：非常勤で専従（特養のみ）　Ｄ：非常勤でショート兼務

　　４　③は、勤務した日に常勤職員については○を記入し、非常勤職員については勤務時間数を記入すること。

　　５　④は、②でＢ、Ｄとした職員については兼務する事業の利用者数により按分して換算数を計上するものとする。

　　６　端数処理は全て小数点以下第２位を切り捨てて計算するものとする。

　　７　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。　

 
 
職
　
種
　
①

Ｃ･Ｄ勤務者　週平均勤務時間　合計

常勤の職員が１週間に勤務すべき時
間数　⑤
※32時間を下回る場合32時間とする

(注)１　当該月に勤務した職員について、職種別に記入すること（行が不足する場合は適宜追加すること）。

第４週

勤
務
形
態
　
②

氏
　
名

勤務体制　③

Ｃ･Ｄ勤務者　週平均勤務時間　合計

施設名 月

職員配置状況表

第２週 兼務職員（ＢＤ）の勤務時間数の按分
率
※特養：ＳＳ＝9：１で按分する場合、特
養の按分率は9÷(9+1)=0.9

週
平
均
勤
務
時
間

④第３週

常
勤
換
算
後
の
人
数

（

人
）
【

④
／
⑤
】

第１週



第３号様式(短期入所生活介護事業）

週

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜日

看 Ａ ／ 1.0

看 Ａ ／ 1.0

看 Ｂ

看 Ｂ

看 Ｃ

看 Ｃ

看 Ｄ

看 Ｄ

看

看護職員の常勤換算後の人数の計（小数点以下第２位切り捨て）【１】　→

介 Ａ ／ 1.0

介 Ａ ／ 1.0

介 Ｂ

介 Ｂ

介 Ｃ

介 Ｃ

介 Ｄ

介 Ｄ

介

看護職員及び介護職員の常勤換算後の人数の計（小数点以下第２位切り捨て）【２】　→

　　２　①は、次のとおり略して記入すること。　介：介護職員　看：看護職員　

　　３　②は、次のとおり略して記入すること。Ａ：常勤で専従（ショートのみ）　Ｂ：常勤で特養兼務　Ｃ：非常勤で専従（ショートのみ）　Ｄ：非常勤で特養兼務

　　４　③は、勤務した日に常勤職員については○を記入し、非常勤職員については勤務時間数を記入すること。

　　５　④は、②でＢ、Ｄとした職員については兼務する事業の利用者数により按分して換算数を計上するものとする。

　　６　端数処理は全て小数点以下第２位を切り捨てて計算するものとする。

　　７　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。　

月 施設名 

職員配置状況表

 
 
職
　
種
　
①

勤
務
形
態
　
②

Ｃ･Ｄ勤務者　週平均勤務時間　合計

週
平
均
勤
務
時
間

④

常
勤
換
算
後
の
人
数

（

人
）
【

④
／
⑤
】

兼務職員（ＢＤ）の勤務時間数の按分
率
※特養：ＳＳ＝9：１で按分する場合、SS
の按分率は１÷(9+1)=0.1

Ｃ･Ｄ勤務者　週平均勤務時間　合計

(注)１　当該月に勤務した職員について、職種別に記入すること（行が不足する場合は適宜追加すること）。

常勤の職員が１週間に勤務すべき時
間数　⑤
※32時間を下回る場合32時間とする

第１週 第２週 第３週 第４週
氏
　
名

勤務体制　③



第４号様式(特別養護老人ホーム） 月 施設名

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜
日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合計 人

(注)１　当該月で医療処置を実施した日について○をつけること。

　　２　この様式は、申請対象者のみを記載すること。

　　３　複数の医療処置を必要とする者については、主となる処置ひとつについてのみ記載し、他の処置については記載しないこと。

　　４　医療処置の種類は要綱に記載されている処置名とすること。

　　５　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。　

医療処置の種類 実施日数利用者氏名

医療的ケアが必要な者への医療処置の実施状況表



第４号様式(短期入所生活介護事業） 月 施設名

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜
日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合計 人

(注)１　当該月で医療処置を実施した日について○をつけること。

　　２　この様式は、申請対象者のみを記載すること。

　　３　複数の医療処置を必要とする者については、主となる処置ひとつについてのみ記載し、他の処置については記載しないこと。

　　４　医療処置の種類は要綱に記載されている処置名とすること。

　　５　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。　

医療処置の種類 実施日数利用者氏名

医療的ケアが必要な者への医療処置の実施状況表



第５号様式(短期入所生活介護事業）

月 施設名　　　　　　　　　　　　　

利用者氏名 利用日数 SS定員数（A)

1 人

2 月日数（B)

3 日

4 利用日数合計（C)

5 日

6

7

8 稼働率  C／(A×B）

9 ％

10
※小数点以下第１位切り捨て

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

合計 人 日

（注）１　当該月にショートステイを利用した全利用者（医療的ケアが必要な者含む）に
　　　　　ついて記載すること。
　　　２　第４号様式に記載のある利用者名については、セルに色づけをすること。
　　　３　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。　

全利用者名簿



 
第 ６ 号 様 式 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ）  

年  月  日  
（ 申 請 先 ）  

 横  浜  市  長  

         

               （ 申 請 者 ）  

                所 在 地  

                法 人 名  

                代 表 者 名            印  

 

横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

医 療 対 応 促 進 助 成 運 営 実 績 報 告 書  

 

 横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 医 療 対 応 促 進 助 成 要 綱 に 基 づ き 、 運 営 実 績 に つ い

て 次 の と お り 報 告 し ま す 。  

 

１  対 象 施 設  

(1) 施 設 名  

(2) 所 在 地  

(3) 入 所 定 員  

 (4) 開 所 年 月 日  

 

２  添 付 資 料  

  横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 医 療 対 応 促 進 助 成 実 施 状 況 報 告 書 （ 第 ７ 号 様 式 ）  

 

 

※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  



 
第 ６ 号 様 式 （ 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 ）  

年  月  日  
（ 申 請 先 ）  

 横  浜  市  長  

         

               （ 申 請 者 ）  

                所 在 地  

                法 人 名  

                代 表 者 名            印  

 

横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業  

医 療 対 応 促 進 助 成 運 営 実 績 報 告 書  

 

 横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 等 医 療 対 応 促 進 助 成 要 綱 に 基 づ き 、 運 営 実 績 に つ い

て 次 の と お り 報 告 し ま す 。  

 

１  対 象 施 設  

(1) 施 設 名  

(2) 所 在 地  

(3) SS 利 用 定 員  

(4) 開 所 年 月 日  

 

２  添 付 資 料  

  横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 医 療 対 応 促 進 助 成 実 施 状 況 報 告 書 （ 第 ７ 号 様 式 ）  

 

 

 

※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 

 

 

 



　第７号様式(特別養護老人ホーム）

横浜市特別養護老人ホーム医療対応促進助成実施状況報告書

施設名：

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

合計（延べ人数） 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

実人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　 ２　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。

ストーマ

自己注射
（インスリ
ンを含

む）

血糖測定
ガン末期
疼痛管理

合計

(注)１　実人数は、月や四半期ごとではなく、年度単位とすること。

吸引 吸入
鼻腔経管

栄養

瘻孔経管
栄養（胃・

腸）
酸素療法 点滴

尿道留置
カテーテ

ル



　第７号様式(短期入所生活介護事業）

横浜市短期入所生活介護事業医療対応促進助成実施状況報告書

施設名：

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　　年　　月 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

合計（延べ人数） 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

実人数 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

　　 ２　この様式は、適宜修正して使用することができるものとする。

自己注射
（インスリ
ンを含

む）

血糖測定 褥瘡処置 合計

(注)１　実人数は、月や四半期ごとではなく、年度単位とすること。

ガン末期
疼痛管理

吸引 吸入
鼻腔経管

栄養

瘻孔経管
栄養（胃・

腸）
酸素療法 点滴

尿道留置
カテーテ

ル
ストーマ



 
第 ８ 号 様 式 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ）                第    号  

                           年    月   日  

 

 

（ 法 人 名 ）  

（ 代 表 者 職 氏 名 ）  

            様  

 

                      横 浜 市 長   

 

横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 医 療 対 応 促 進 助 成

金 交 付 申 請 に つ い て 、 次 の と お り 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 

１  対 象 施 設  

(1) 施 設 名    

 (2) 所 在 地  

 

２  交 付 金 額  

  ￥  

 

３  交 付 条 件  

(1) こ の 助 成 金 は 、 助 成 を 受 け た 者 が 、 助 成 対 象 の 施 設 に お け る 職 員 の 人 件 費

等 の 施 設 運 営 費 と し て 使 用 し 、 そ の 他 の 目 的 で 使 用 し な い で く だ さ い 。  

(2) 当 該 会 計 年 度 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 運 営 実 績 報 告 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） と 実 施 状

況 報 告 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） を 提 出 し て く だ さ い 。  

(3) こ の 助 成 金 の 使 途 に つ い て 、 必 要 が あ る と 認 め た と き に は 、 調 査 を 行 う 他 、

必 要 な 指 示 を 行 い 、 報 告 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  

(4) 虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 続 で 運 営 費 の 交 付 を 受 け た と 認 め ら れ る と き 、 そ  

の 他 こ の 要 綱 に 違 反 し た と き に は 、 運 営 費 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 求 め る

場 合 が あ り ま す 。  

 

 

※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  

 

 



 
第 ８ 号 様 式 （ 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 ）              第    号  

                           年    月   日  

 

 

（ 法 人 名 ）  

（ 代 表 者 職 氏 名 ）  

            様  

 

                      横 浜 市 長   

 

横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 医 療 対 応 促 進 助

成 金 交 付 申 請 に つ い て 、 次 の と お り 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 

１  対 象 施 設  

(1) 施 設 名    

 (2) 所 在 地  

 

２  交 付 金 額  

  ￥  

 

３  交 付 条 件  

(1) こ の 助 成 金 は 、 助 成 を 受 け た 者 が 、 助 成 対 象 の 施 設 に お け る 職 員 の 人 件 費

等 の 施 設 運 営 費 と し て 使 用 し 、 そ の 他 の 目 的 で 使 用 し な い で く だ さ い 。  

(2) 当 該 会 計 年 度 終 了 後 ３ か 月 以 内 に 運 営 実 績 報 告 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） 及 び 実 施

状 況 報 告 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） を 提 出 し て く だ さ い 。  

(3) こ の 助 成 金 の 使 途 に つ い て 、 必 要 が あ る と 認 め た と き に は 、 調 査 を 行 う 他 、

必 要 な 指 示 を 行 い 、 報 告 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  

(4) 虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 続 で 運 営 費 の 交 付 を 受 け た と 認 め ら れ る と き 、 そ  

の 他 こ の 要 綱 に 違 反 し た と き に は 、 運 営 費 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 求 め る

場 合 が あ り ま す 。  

 

 

※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。



 
第 ９ 号 様 式 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ）               第    号  

                           年   月   日  

 

（ 法 人 名 ）  

（ 代 表 者 職 氏 名 ）  

            様  

 

                      横 浜 市 長   

 

 

横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 非 該 当 決 定 通 知 書  

 

年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 医 療 対 応 促 進 助 成

金 に つ い て は 、 非 該 当 と 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 

１  非 該 当 決 定 施 設  

(1) 施 設 名    

 (2) 所 在 地  

 

２  非 該 当 決 定 理 由  

 

 

 

 

 ※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  

  



 
第 ９ 号 様 式 （ 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 ）              第    号  

                           年   月   日  

 

（ 法 人 名 ）  

（ 代 表 者 職 氏 名 ）  

            様  

 

                      横 浜 市 長   

 

 

横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 非 該 当 決 定 通 知 書  

 

年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 医 療 対 応 促 進 助

成 金 に つ い て は 、 非 該 当 と 決 定 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 

１  非 該 当 決 定 施 設  

(1) 施 設 名    

 (2) 所 在 地  

 

２  非 該 当 決 定 理 由  

 

 

 

 

 ※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  



 
第 10 号 様 式 （ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ）               第    号  

                             年  月   日  

 

 

（ 法 人 名 ）  

（ 代 表 者 職 氏 名 ）  

            様  

 

                      横 浜 市 長   

 

 

横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書  

 

年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 横 浜 市 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 医 療 対 応 促 進 助 成

金 に つ い て は 、 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 取 り 消 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 既 に 助 成 金 の 交 付 を 受 け て い る 場 合 は 、 別 途 示 す 方 法 に よ り 速 や か に 戻 入 を 行

っ て く だ さ い 。  

 

１  交 付 決 定 通 知 書 番 号    年   月   日    第    号  

   

２  取 消 年 月 日        年   月   日  

 

３  取 消 内 容  

 

４  取 消 理 由  

 

 

 

 ※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  

  

 

 



 
第 10 号 様 式 （ 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 ）              第    号  

                             年  月   日  

 

 

（ 法 人 名 ）  

（ 代 表 者 職 氏 名 ）  

            様  

 

                      横 浜 市 長   

 

 

横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業  

医 療 対 応 促 進 助 成 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書  

 

年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 横 浜 市 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 医 療 対 応 促 進 助

成 金 に つ い て は 、 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 取 り 消 し ま し た の で 通 知 し ま す 。  

 既 に 助 成 金 の 交 付 を 受 け て い る 場 合 は 、 別 途 示 す 方 法 に よ り 速 や か に 戻 入 を 行

っ て く だ さ い 。  

 

１  交 付 決 定 通 知 書 番 号    年   月   日    第    号  

   

２  取 消 年 月 日        年   月   日  

 

３  取 消 内 容  

 

４  取 消 理 由  

 

 

 

 ※  こ の 様 式 は 、 適 宜 修 正 し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。  
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